
 

調査目的 

 

県では、防災対策や自然災害の発生時に機能不全に陥らない強靱な岐阜県づくりを推進するた

め、令和２～６年度を計画期間とした「第２期岐阜県強靱化計画」や「第四期岐阜県地震防災行動

計画」を策定しています。 

アンケート調査は、こうした各計画の基礎資料にするとともに、県民の皆さんの災害に対する備え

や意識等を把握し、今後の県防災行政の参考とするために実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

  「第２期岐阜県強靱化計画」や「第四期岐阜県地震防災行動計画」は、防災に関する施策の進

捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直すこととしています。 

今回のアンケート調査によって、県民の皆さんの防災意識の変化等を把握し、各計画の進捗管

理に役立てることができました。 

○第２期岐阜県強靱化計画（令和２～６年度） 

  「どんな自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける強靱な岐阜県」を作り

上げるための基本的な計画 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26188.html 

 

○第四期岐阜県地震防災行動計画（令和２～６年度） 

  地震に対する予防対策、応急対策、復旧・復興対策の 3 つの時系列別の減災対策のもと、地震防災対

策を推進するための計画 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26357.html 

 

■調査結果の活用 

  「避難所・避難経路等の把握状況」や「ハザードマップによる災害発生の危険性の把握状況」等

の調査結果を踏まえ、各種広報媒体や防災イベント等での防災啓発活動を通じて、防災に関する

各種情報等の発信を行うことで、県民の皆さんの防災意識の向上に努めました。 

 

■今後の反映予定 

  避難の手順が一目でわかる「災害・避難カード」の取組みを小・中学校及び高等学校へ周知・

普及していくとともに、家族みんなで防災について学べる「防災教育フェア」の開催など、各種施策

を推進していくことで、引き続き、県民の皆さん一人ひとりの防災意識の向上に努めます。 

 

防災に関するアンケート調査（危機管理政策課・防災課） 

１ 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26188.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26357.html


 

調査目的 

 

県では、少子化対策は社会全体で取り組むべき課題であるとの認識に立ち、「安心して子

どもを生み育てることができる岐阜県」を目指して、さまざまな施策を推進しています。 

今後の少子化対策推進の基礎資料とするために、「子育てに関する環境」に対する県民の

皆さんの意識に関するアンケート調査を行いました。 

 

■調査結果の活用 

 県では、総合的な少子化対策を計画的に実施するため、「岐阜県少子化対策基本計画（安 

心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり基本計画）」に基づき、必要な施策を 

推進しています。 

 アンケート調査によって、県民の皆さんの子育て環境に対する意識の変化を把握し、計画 

に基づく少子化対策等の進捗状況を確認しています。 

 

■今後の反映予定 

  令和２年３月に策定した「第４次岐阜県少子化対策基本計画（令和２～６年度）」に基づ 

いた少子化対策を進めていくうえで、今後も引き続き、アンケート調査結果を活用していき 

ます。 

 

 

○第４次岐阜県少子化対策基本計画：令和２年度～令和６年度 

  （安心して子どもを生み育てることができる基本計画） 

   「安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり条例」に基づき、岐阜県の 

少子化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定めたもの。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/5356.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て環境に対する意識に関するアンケート調査（子育て支援課） 

２ 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/5356.html


 

調査目的 

 

県では、平成２９年度から「県民文化局」を設置し、文化の保存・伝承から創造・発信・振興まで

の取り組みを一貫して進めています。 

今後の県文化行政の参考とさせていただくため、アンケート調査を行いました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

県では、文化財のより適切な保存・活用を計画的、持続的に推進するため、令和３年３月に「岐阜

県文化財保存活用大綱」を策定しました。アンケート調査によって県民の皆さんのニーズや意識の

変化を把握しつつ、県・市町村が連携して文化財の保存と活用を進めていきます。 

 

     ○岐阜県文化財保存活用大綱（令和３年３月～） 

       岐阜県における文化財の保存・活用の基本的な方向性を明確化し、 

今後の取組みに関する基本的な方針 

       https://www.pref.gifu.lg.jp/page/139021.html 

 

■調査結果の活用 

今回の調査結果を踏まえ、展覧会や公演、体験講座などを充実させるとともに効果的な広報に

努め、デジタル技術を活用した３Ⅾバーチャル展覧会を開催するなど、コロナ禍においても県民の

皆さんが文化芸術に親しめる機会を提供していきます。 

また、岐阜県が誇る地歌舞伎や文楽などの伝統芸能の魅力や価値を発信するため、「地芝居大

国ぎふＷＥＢミュージアム（https://jishibai.pref.gifu.lg.jp/）」を開設しました。 

さらに、市町村との文化行政連携会議等において、アンケート調査結果を共有し、地域レベルで

の文化芸術の振興にも活かしていきます。 

 

■今後の反映予定 

今後もアンケート調査結果を活かし、県民の皆さんにとって文化活動が身近でより魅力的なもの

になるよう、文化芸術の創造・伝承を図っていきます。また、令和６年度に「清流の国ぎふ」文化祭２

０２４（「国民文化祭」「全国障害者芸術・文化祭」）を岐阜県で開催する予定であり、いただいたご

意見も参考としながら、実施事業を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

文化活動に関するアンケート調査（文化創造課・文化伝承課）                   

３ 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/139021.html


 

調査目的 

 

県では、農業・農村の持続的な発展に向け、多くの人に「農業・農村の様々な役割（多面的機

能）」を理解していただくための取組みを実施しています。 

このことについて、県民の皆さまの認知度や意識、意向を把握し、今後の施策運営の基礎資料と

して役立てるため、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

  県では、農業・農村が持つ「水土里」を美しい姿のまま未来に残し、その大切さを県民の皆さんに

知っていただくため、農業・農村の多面的機能をＰＲする展示会や棚田の保全活動等の様々な取組

みを「ぎふ農業・農村基本計画」に基づき推進しています。 

アンケート調査により把握した県民の皆さんの農業・農村の多面的機能の理解度を参考に、今

後の農業・農村の多面的機能の普及啓発に必要な取組内容の検討を行っています。 

 

○「ぎふ農業・農村基本計画（令和３～令和７年度）」 

「ぎふ農業・農村を支える人材育成」農村環境の機能維持を担う組織等の体制の強化 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7458.html 

 

■調査結果の活用 

農業・農村の多面的機能については、「ぎふ農業・農村基本計画（令和３～令和７年度）」の指標

である、多面的機能啓発活動回数の成果の確認として活用するとともに、今後の効果的な取組内

容について検討を行いました。 

 

■今後の反映予定 

農業・農村の多面的機能や魅力についてより多くの方に理解していただくため、田んぼの学校活

動事業（小学校での出前授業）や展示会等を実施するとともに、多面的機能の普及啓発を目的と

した映像やＰＲパンフレット等を制作し活用しています。 

今回のアンケート調査結果より、田んぼの学校を活用した環境学習や農業体験など実際に体験

できる機会の創出やメディアによる広報が農業・農村の多面的機能の理解度向上に効果的である

ととらえ、引き続き普及啓発を図っていきます。 

 

 

農業・農村のいろいろな働き（多面的機能）に関するアンケート調査 

（農村振興課） 

４ 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7458.html


 

調査目的 

 

県では、県民全体で豊かな森林や清らかな川の保全・再生を支えていくため、平成２４

年４月から「清流の国ぎふ森林・環境税」（以下「県森林・環境税」という。）を導入し、

水源林や里山林の整備、生物多様性や水環境の保全など「清流の国づくり」に資する事業

に活用しています。 

令和４年度から課税期間を令和８年度まで延長し、引き続き自然環境の保全・再生に取

り組んでおり、今後の森林・環境施策の基礎資料とするため、アンケート調査を行いまし

た。 

 

反映状況 

 

■調査結果の活用 

県森林・環境税の認知度について、「全く知らない（５０．１％）」が「よく知っている（３．

６％）」「少し知っている（１４．７％）」「聞いたことはあるが内容は知らない（２９．８％）」

を上回り、「どんなことをしているのか、もっと情報発信をしてほしい。」、「今回初めて県森

林・環境税というものを知ったので、何に使われているか、どういう取り組みをしているの

かをもっと県民の知れる機会があるといい。」との意見をいただきました。また、多くの県

民の皆様が「水源林や里山林などの間伐を進める」ことや「地球温暖化防止に資する森林を

増やすため、植林を進める」こと、「野生鳥獣の捕獲や河川清掃を進める」ことなどを望ま

れていることがわかりました。 

この結果を踏まえ、「山の日フェスタぎふ２０２２（ぎふ木育ＷＥＥＫ２０２２）」や「緑

豊かな清流の国ぎふづくり県民フォーラム」等、広く県民が集う機会で、県森林・環境税の

リーフレットの配布や、事例発表等を実施し、税の趣旨や事業内容等を周知しました。 

また、水源林等での間伐を実施する環境保全林の整備や、地域住民の生活環境の保全等を

図る里山林の整備を支援するとともに造林未済地等への植林の支援、ニホンジカやカワウ等

の野生鳥獣の捕獲や地域住民との協働による河川清掃などに取り組みました。 

   

■今後の反映予定 

県森林・環境税の各事業を着実に実施するとともに、いただいた県民の皆様のご意見を参

考に各事業の見直しを図りながら、自然環境の保全・再生を進めていきます。   

   

「清流の国ぎふ森林・環境税」に関するアンケート調査 

（森林活用推進課） 

５ 



 

調査目的 

 

県では、生活に役立つ身近なお知らせを中心とした県政情報を掲載する広報紙をはじめ、テレビ、

ラジオ、インターネットなど、様々な広報媒体を通して県民の皆さんに県政の「今」をお伝えしていま

す。また、県政モニターなどを通して県民の皆さんの意見をお伺いし、県政に反映しています。 

今後の広報業務の参考とさせていただくため、広報広聴に関する意見や要望等に関するアンケ

ート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■調査結果の活用 

今回の調査の結果、県政情報を県広報紙「岐阜県からのお知らせ」から入手している方は７

４.9%、テレビ(ぎふチャン・地上デジタル・データ放送)から入手している方は 33.6％となっています。  

また、「今後、県の広報をより充実させるために、どのような広報に特に力を入れるべきだと思い

ますか」という設問に対しては、県広報紙「岐阜県からのお知らせ」が 58.1%と最も多く、次いで

「フェイスブック、ツイッターなどの SNS」が 45.9%という結果となりました。SNSを通じた情報発信

の需要が高まっていることから、旬な話題を県民の方にお伝えできるよう、SNＳで県政情報を随時

発信するよう努めました。 

県政モニター制度に関する質問では、県政モニターに任命された方の特典として配布する、「県

有施設年間無料入場券」をきっかけに、施設へ初訪問したという意見も寄せられました。アンケート

ごとに県有施設でのイベント情報やお知らせを提供することで、県有施設に対する県政モニターの

関心を高めることができ、施設訪問へつなげることができました。 

一方で、アンケート調査が年に４回あることから、回答者への特典を希望する意見も寄せられまし

た。令和４年度では、すべてのアンケートに回答した方の中から、抽選で県産品をプレゼントするな

ど、県政モニターの様々なご意見を聴くことができるよう、モニターの回答率を引きあげる工夫をし

ました。 

 

■今後の反映予定 

県民の皆さんのニーズや広報媒体の社会的な変化などに絶えず気を配り、今後の県政情報の

提供方法及び県広報のあり方について検討していきます。 

また、県政モニターとしてのやりがいを実感していただけるようなモニター制度となるよう、引き続

き検討を進め、必要に応じて見直すことで、多くの県民の皆さんの声を聴くことができるよう努めま

す。 

 

 

広報に関するアンケート調査（広報課） 

６ 



 

調査目的 

 

県では、ＳＤＧｓの「誰一人取り残されない」という理念の下、地域の活力を失うことなく、安全・安

心で持続可能な「清流の国ぎふ」の実現に向けて、各種施策に取組んでいます。 

このＳＤＧｓの取組みの輪を県内全域に広げていくためには、県民一人ひとりがＳＤＧｓを理解し、

身近な社会問題や環境問題を自分のこととして捉えて、行動につなげていただくことが必要です。 

そこで、県民の皆さんのＳＤＧｓに対する理解や意識の度合い、取組状況を把握し、今後の施策の

参考とするため、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■調査結果の活用 

  「ＳＤＧｓについてどの程度知っているか」の質問に対し、「ＳＤＧｓという言葉を聞いたことがある」

から「ＳＤＧｓ未来都市という言葉を聞いたことがある」まで、程度の差はあるものの、ＳＤＧｓの認知

度は 91.7％に上り、昨年の 80.4％から上昇しました。その一方で、「ＳＤＧｓを意識して日頃何らか

の活動に取り組んでいる」と回答した方は、昨年の 35.7％から 52.8％に上昇したものの、依然と

して約半数が行動に移していない実態が明らかになりました。 

  そこで、この「行動に移した割合」を、令和 5 年 3 月に策定した県のＳＤＧｓ推進に向けた具体的

なアクションプランである「第 2 期 岐阜県ＳＤＧｓ未来都市計画（令和 5 年～7 年度）」の重要成

果指標に位置づけ、その推移をしっかりと分析し、計画的に引き上げていくこととしました。 

  また、県に求めるＳＤＧｓ達成に向けたＳＤＧｓ施策では、多くの方が「ＳＤＧｓに関する情報の発信」、

「ワークショップや体験型イベントといったＳＤＧｓを体験できる場の提供」と回答しており、一人ひと

りの自主的な行動につなげていくためには、ＳＤＧｓの普及啓発の機会の拡充が必要であると認識

しました。 

この結果を踏まえ、令和 4年度は「行動する SＤＧｓ」をテーマに掲げたフォーラムや、リーディング

会員と連携した現地見学会セミナーを開催しました。また、県内での知り、学び、体験し、共感できる

機会の拡大を図るため、ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員（企業・団体、市町村等）が主体的に取り組む

普及啓発活動や人材育成を支援する補助制度を創設しました。 

  令和 5 年度には、事業者の取組実績を「見える化」する新たな登録制度の創設を検討しており、

本制度により事業者の取組意欲の喚起を図るとともに、行政や金融機関等が積極的に取り組む事

業者に対し、融資や相談、マッチングなどにより、その取組みを後押ししていきたいと考えています。 

   

■今後の反映予定 

  ＳＤＧｓが国連で採択されて 7 年が経過し、ＳＤＧｓを「知る」から「行動する」フェーズに移行した

と考えています。一人ひとりがいかに行動していくかを常に考え、こうしたアンケート結果も指標の一

ＳＤＧｓに関するアンケート調査（ＳＤＧｓ推進課） 

７ 



つとしながら、2030 年のあるべき姿、『自然と人が創り出す世界に誇る「清流の国ぎふ」』を目指

し、「オール岐阜」によるＳＤＧｓ達成に向けた取組みを加速化させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

調査目的 

 

昨今のコロナ禍において進んでいる「デジタル化」や「ＤＸ（※）」が、県民の皆さんの日常生活や

社会活動などに影響を及ぼしています。 

そこで、今後の県政運営の参考とさせていただくため、デジタル化・ＤＸに関するお考えについて

アンケート調査を実施しました。 

 

※ ＤＸ(Digital Transformation（デジタル・トランスフォーメーション)） 

「ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念 

（出典：総務省「令和元年版 情報通信白書」） 

 

反映状況 

   

■調査結果の活用 

県では、オール岐阜でＤＸを推進するため、令和４年３月に「岐阜県デジタル・トランスフォーメーシ

ョン推進計画」を策定し、計画に基づいて必要な施策を推進しています。 

アンケート調査によって、県民の皆さんのデジタル化・ＤＸに対する意識の変化を把握するとともに、

本県のＤＸを推進するにあたっての「新たな課題・問題点」に関するご意見を踏まえ、行政手続のオ

ンライン化や通信環境の整備、デジタル人材の確保・育成などに取り組んでいます。 

 

■今後の反映予定 

  アンケート調査の結果も踏まえ、「岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画」に基づき、 

デジタル化・ＤＸを推進していきます。 

 

   

○ 岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画（令和４年度～令和８年度） 

       県民目線を徹底した「県民のための行政」を推進すべき、あらゆる政策分野における 

現状と課題を整理し、誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル化に向けた総合戦略 

として策定したもの。 

     https://www.pref.gifu.lg.jp/page/194249.html 

 

 

 

 

「デジタル化」、「ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）」に関する 

アンケート調査（デジタル戦略推進課） 

８ 
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調査目的 

 

県では、県民の皆さんが可能な限り、生涯を住み慣れた地域や自宅で生活が送れるよう、市町

村が行う医療・介護の提供体制づくりの支援を進めています。 

  県民の皆さんの医療・介護についての意識や生活の現状を把握し、今後の施策の参考とさせて

いただくために、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

  県では、医療法の規定に基づき、岐阜県の保健・医療の充実に向け、疾病対策や医療提供体制

に関する基本方針を定める「第７期保健医療計画」を策定しており、その中で、地域の実情に応じ

た在宅医療に係る目標について明記しています。 

  アンケート調査により、県民の皆さんの在宅医療に対する意識について把握し、保健医療計画に

基づく在宅医療対策に反映しています。 

   

■調査結果の活用 

  県民の皆さんの在宅医療・介護に対する意識として「死期が迫っている場合に希望する療養の

場所」「自宅で最期まで療養することが困難な理由」等の調査結果について、市町村や地域医師

会等の医療・介護関係団体を対象とした在宅医療介護連携推進圏域別研究会や、医療・介護等

の有識者を構成員とした在宅医療連携推進会議部会に情報提供しました。県民の皆さんの在宅

医療を希望する意識や自宅での療養を希望するが困難と考える割合が高いことについて県内の現

場の状況も踏まえて意見交換し、在宅医療介護の連携推進に活用しました。 

 

■今後の反映予定 

  第７期岐阜県保健医療計画の計画期間が令和５年度までとなっており、令和６年度からの第８期

岐阜県保健医療計画の策定にあたっても引き続き、調査結果を活用する予定です。 

   

在宅医療・介護に関するアンケート調査（医療福祉連携推進課） 

〇岐阜県保健医療計画（平成 30年度～令和５年度） 

 医療法の規定に基づき、岐阜県の保健・医療の充実に向け、疾病対策や医療提供体制に関する

基本方針を定める法定計画 

 保健医療計画のうち、在宅医療対策は医療法の規定により策定から３年目に中間見直しを実施

することが定められており、令和２年度に中間見直しを実施 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/124969.html 
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調査目的 

 

県では、令和４年４月より「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を施行し、

同年１０月からは、自転車を利用するすべての方は、自転車事故で加害者になってしまった場合に

相手の方に与えた損害を補償する保険（個人賠償責任保険等）への加入が「義務」、乗車用ヘル

メットの着用が「努力義務」となりました。 

そこで、今後の施策の参考にさせていただくため、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

  県では、県民一人ひとりが交通ルールを遵守し、思いやりやゆずりあいの心を持って、良識ある交

通マナーを実践することにより、県民総ぐるみで悲惨な交通事故の防止を図るため、岐阜県交通安

全活動推進要領に基づき、必要な施策を推進しています。 

  アンケートの調査により、自転車の安全利用に関する意識や行動を把握することで、自転車の安

全利用の向上を図る施策検討のために活用しています。 

     

  ○令和５年度 岐阜県交通安全活動推進要領 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/728.html 

   

■調査結果の活用 

アンケートの結果、自転車を利用する方の自転車保険への加入率が５８．５％、自転車用ヘルメッ

トの着用率が１０．８％と、必ずしも高くない実態を把握することができました。これらの状況を踏まえ、

令和５年度には、自転車事故が多くヘルメット着用率の低い高校生を対象とした、自転車の安全な

利用に関する交通安全教育や広報啓発の予算を確保したところです。 

また、各種会議等での施策説明の根拠としてデータを活用しました。 

 

■今後の反映予定 

  今回のアンケート結果を踏まえ、さらなる県民意識の向上を図るため、交通安全出前講座等にお

いて、自転車保険の加入及びヘルメット着用の重要性について周知するほか、民間事業者と連携し

た広報啓発活動を行うなど、安心して自転車が利用できる地域社会の実現に向け、一層の施策の

推進に努めてまいります。 

   

   

自転車の利用に関するアンケート調査（県民生活課） 
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調査目的 

 

 県では、献血率の減少が著しい県内の 10代から 30代の若年層を対象に、献血に対するマイ

ナスイメージを払拭させ、献血参加を促すための啓発事業「未来へつなぐ献血プロジェクトぎふ」を

展開しています。県民の皆さんの献血についての意識や現状を把握し、今後の施策の参考とさせて

いただくために、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

アンケート調査結果も参考にさせていただきながら、若年層向けの献血啓発施策も盛り込んだ

「令和５年度 岐阜県献血推進計画」を策定しました。 

   

  ◯令和５年度 岐阜県献血推進計画 

   https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/340926.pdf 

 

【若年層向け献血啓発施策（未来へつなぐ献血プロジェクトぎふ）】  

（１）「学生献血ボランティア」を活用した啓発活動の充実 

（２）ＳＮＳ等を利用した若年層向けの情報発信 

（３）若年層を対象とした献血啓発事業の展開 

（４）高校献血及び献血セミナーの推進 

（５）企業等に対する啓発の強化 

（６）中学生や幼少期を対象とした啓発事業の実施 

（７）医療従事者及び患者の声を若年層へ伝える取組みの強化 

 

 

■調査結果の活用 

計画等への反映同様、今後の県の施策立案の基礎資料として活用してまいります。 

 

■今後の反映予定 

アンケート調査結果を踏まえ、県民の皆さんに対して、献血への積極的な参加につながるような

施策の展開を図ってまいります。   

   

   

献血に関するアンケート調査（薬務水道課） 
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調査目的 

 

県では、「誰一人取り残されないスポーツ立県・ぎふ」を目指し、清流の国ぎふスポーツ推進計画

を策定しています。 

計画の進捗を把握するため、スポーツ・レクリエーションに関するアンケート調査を行いました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

アンケート結果は、上記計画の施策目標である「成人のスポーツ実施率」を算出するのに活用し、

計画の進捗を把握しています。 

   

○第２期 清流の国ぎふスポーツ推進計画（令和４年度～令和８年度） 

県のスポーツ推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る計画 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/93432.html 

 

   

 

■調査結果の活用 

県のスポーツ施策をご審議いただく「県スポーツ推進審議会」等の会議の場において、過去を含

めたアンケート結果の推移をお示しし、今後のスポーツ推進施策の方向性を議論しました。 

併せて市町村スポーツ主管課長会議において情報提供しました。 

 

■今後の反映予定 

  アンケート調査の結果は、今後のスポーツ推進施策に反映させていきます。 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

スポーツ・レクリエーションに関するアンケート調査（地域スポーツ課）  
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調査目的 

 

県では、動物の愛護と適正飼養の推進を目的とした「岐阜県動物愛護管理推進計画（令和

３～令和１２年度／令和７年度見直し予定）」を策定し、各保健所及び岐阜県動物愛護セ

ンターでさまざまな取組みを実施しています。 

県民の皆さんの動物愛護に対する意識の動向等を把握し、今後の施策の基礎資料とさせ

ていただくため、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

  県では動物の愛護及び管理に関する法律の目的である人と動物の共生する社会の実現を図る

ために「岐阜県動物愛護管理推進計画」を策定し、動物愛護の普及啓発、適正飼養の推進等、必

要な施策を推進しています。 

アンケート調査により、県民の家庭動物の飼養状況のほか、人と動物が共生する社会に対する意

識を把握することで、施策による効果の進捗管理として活用しています。 

   

 

 

   

   

   

■調査結果の活用 

令和５年３月に開催した岐阜県動物愛護推進協議会において、情報提供し、活用しました。 

  今回のアンケート調査結果で、４６．８％の人が他人のペットを迷惑に感じると回答していることか

ら、適正飼養に関する飼い主の意識向上を図るため、動物愛護センターにおける犬のしつけ方教室

の開催や、市町村や動物病院、動物保護活動団体等と連携した犬猫の飼い主向けのリーフレットの

配布を行いました。 

 

■今後の反映予定 

適正飼養の啓発を継続して行うとともに、県が取り組むべき施策として多くの意見をいただいた

飼い主のいない犬猫対策や犬猫の譲渡の推進により、殺処分となる犬猫を削減し、人と動物が共

生する社会の実現につなげていきます。 

また、令和７年度の「岐阜県動物愛護管理推進計画」の中間見直しのために活用していきます。 

 

ペットに関するアンケート調査（生活衛生課） 

○岐阜県動物愛護管理推進計画（令和３年４月～令和１３年３月） 

動物の愛護及び管理に関する法律第６条の規定により策定するものです。 

県民による「人と動物が共生する地域社会」の実現を目指します。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2095.html 
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調査目的 

 

県では、県民の皆さんに、女性、子ども、高齢者、障がい者、部落差別（同和問題）など

さまざまな人権問題に関する正しい理解を深めていただき、「一人ひとりの人権が尊重され

る差別のない社会」を実現するため、総合的かつ効果的な人権教育・啓発の推進に取り組ん

でいます。 

そこで、人権問題に対する県民の皆さんの意識や生活の現状を把握し、今後の人権施策の

基礎資料とさせていただくため、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

  県では、「岐阜県人権施策推進指針（第四次改訂）」を策定し、「一人ひとりの人権が尊重され

る差別のない社会」を実現目指して、「よく生き合う力」をはぐくむことができる人権教育・人権啓

発の推進を重点対策の一つとして位置づけ、総合的かつ効果的な人権教育・人権啓発に関する施

策を推進しています。 

  アンケート調査によって把握した県民の皆さんの人権に関する意識を参考に、国、市町村、

関係機関とも連携し、より多様な教育・啓発機会の提供や効果的な手法の採用などによる啓

発活動を推進して参ります。 

  

■調査結果の活用 

市町村担当者会議において結果を報告し、市町村における取組を促しました。 

 

■今後の反映予定 

  県内５圏域で開催している人権啓発展にて、アンケートの調査結果を踏まえた啓発パネルの展

示、資料配布を行います。 

また、岐阜県人権啓発センターでは、人権意識を高め、問題を正しく理解していただくために、人

権啓発指導員による「人権啓発出前講座」を実施しています。今回のアンケート調査結果は、今後

実施する出前前講座や各種会議などで、参考資料として活用していきます。 

人権啓発に関するアンケート調査（人権施策推進課） 

食品の安全性に関するアンケート調査（生活衛生課） 

○岐阜県人権施策推進指針（第四次改訂）［令和５年度～令和９年度］ 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/17678.html 

○人権啓発出前講座 

 企業や団体、地域での人権学習・人権研修を幅広くサポートします。講師を無料で派遣

しますので、お気軽にご相談ください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3395.html 
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調査目的 

 

県では、県民の皆さんの安全で安心な食生活を確保するため、「岐阜県食品安全行動基

本計画」に基づき、様々な施策を実施しています。 

これらの施策について、より効果的に展開していくため、県民の皆さんの意識・意向を調

査しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

 県では、「岐阜県食品安全行動基本計画（第４期：令和元年度～令和５年度）」において、

食品等の安全性の確保と食品に対する安心感の向上に関する施策の方向や具体的な行動目

標を定めています。 

 アンケート調査によって、「普段食べている食品の安全性についてどのように感じている

か」「食品の安全性に不安を感じる項目は何か」などについて経年変化を把握し、計画に基

づく施策の効果を評価していきます。 

 

 

 

■調査結果の活用 

アンケートの結果、県が力をいれて取り組むべき内容について、69.9%と多くの方に「食

品関連事業者の監視指導、食品の検査の推進」という回答をいただきました。この調査結果

を踏まえ、生活衛生課が開催する「岐阜県食品安全対策協議会」及び「岐阜県食品安全連絡

会議」において協議した上で、「第５期食品安全行動基本計画」の施策として盛り込み、引

き続き取り組んでいくことを決定しました。 

   

■今後の反映予定 

 今回のアンケート調査結果を踏まえ、「県職員出前トーク」などで、県民の皆さんへ食品

安全に関する情報を共有するとともに、意見交換により理解を深めていく「リスクコミュニ

ケーション」を推進することで、食品に対する安心感の醸成を図ります。また、次期岐阜県

食品安全行動基本計画の策定のために活用していきます。 

 

 

食品の安全性に関するアンケート調査（生活衛生課） 

○岐阜県食品安全行動基本計画（第４期：令和元年度～令和５年度） 

食品の安全性の確保と安心感の向上に関する目標、施策の方向等の指針を定めたもの 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/576.html 

  

○県職員出前トーク 

県政の重要課題や生活に身近な話題について、県民の皆さまが参加する会合等で県職員がお話

しする出前講座 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/168.html 
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調査目的 

 

県では、平成 28年４月に施行した「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国

づくり条例」に基づき、障がい及び障がい者の理解促進並びに障がい者差別解消のための取

組を推進しています。 

障がい者差別に対する意識や生活の現状を把握し、今後の施策の参考とさせていただくた

めに、アンケート調査を行いました。 

 

反映状況 

 

■調査結果の活用 

「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」に基づき、県が実施す

る共生社会実現施策の効果検証に活用します。 

また、障害福祉課が開催する「岐阜県障害者差別解消調整委員会」において情報提供しま

した。 

 

■今後の反映予定 

アンケート調査の結果を踏まえ、令和５年度末に策定予定の「第４期岐阜県障がい者総合

支援プラン（令和６～８年）」においても、引き続き、障がい者差別解消のため必要な施策

を検討してまいります。 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

障がい者差別解消施策等に関するアンケート調査（障害福祉課） 

○第３期岐阜県障がい者総合支援プラン（令和３～５年度） 

  広域的な知見から障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の

確保に関する計画 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12770.html 
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調査目的 

 

県では、環境行政の基本的な指針となる「第６次岐阜県環境基本計画（令和３～７年度）」に基

づき、環境に関する様々な施策や取組みを推進しています。 

当該計画の指標の一つである「環境にやさしい行動に取り組んだ人の割合」などの把握のため、

また、県民の皆さんの環境保全の意識を把握し、今後の普及啓発事業の参考とするため、アンケー

ト調査を行いました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

県では、「第６次岐阜県環境基本計画（令和３～７年度）」の基本施策２「資源循環型社会の形

成」及び基本施策５「未来につなぐ人づくりとライフスタイルの変容」のため、プラスチック資源の循

環促進や、環境問題について学ぶ機会の提供のほか、環境保全に関わる普及啓発等を実施してい

ます。 

アンケート調査によって、計画の指標の進捗状況とともに、県民の皆さんの資源循環や環境保全

の意識を把握し、効果的な啓発事業に役立てていきます。 

 

 

 

 

   

   

   

■調査結果の活用 

関心の高い環境問題の把握、環境保全行動を阻害する要因、環境意識の醸成に向けた効果的

な広報媒体や、バイオプラスチックの県民への浸透度を把握することにより、効果的な手法による普

及啓発事業の実施準備に活用しました。 

 

■今後の反映予定 

県民の皆さんの環境にやさしいライフスタイルやビジネスマインドへの変容のため、環境学習用の

ポータルサイトの充実など効果的な広報媒体の活用、理解を醸成するための普及啓発事業、関係

機関と連携した実践を伴う啓発事業の実施を通じて、各主体の一層の行動変容の促進に努めます。 

環境に関するアンケート調査（海洋ごみに関するアンケート含む） 

（脱炭素社会推進課、廃棄物対策課） 

○第６次岐阜県環境基本計画（令和３～７年度） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/130209.html 

○第３次岐阜県廃棄物処理計画（令和３～１２年度） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/123157.html  
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調査目的 

 

県では、「『清流の国ぎふ』の未来を支える農業・農村づくり～安全・安心で魅力あふれる『食』と

『ふるさと』を目指して～」を基本理念とした「ぎふ農業・農村基本計画（令和３～７年度）」に基づき、

４つの基本方針に沿って様々な施策に取り組んでいます。 

そこで、県民の皆さんの安全・安心な食生活に関する現状や意識を把握し、今後の施策の参考と

させていただくため、アンケート調査を実施しました。 

 

反映状況 

 

■計画等への反映 

  物価高騰や持続可能な農業への対応などの課題に対応するため、令和５年３月、「ぎふ農業・農

村基本計画」の中間見直しを行いました。その過程で、アンケート調査結果を含む様々な方面から

の意見等を参考にさせていただきました。   

 

 

 

   

   

   

 

■調査結果の活用 

県民の皆さんの地産地消に対する意識やぎふ清流ＧＡＰの認知度、世界農業遺産「清流長良川

の鮎」の認知度等を把握することで、「ぎふ農業・農村基本計画」の基本方針である「安心で身近

な『ぎふの食』づくり」及び「地域資源を活かした農村づくり」で掲げている目標指標の進捗管理や、

施策立案等に活用しています。 

   

■今後の反映予定 

  「ぎふ農業・農村基本計画」に位置付けた各種施策を着実に実施するとともに、今後も引き続き、

県民の皆さんのご意見等を参考に、「清流の国」ぎふの未来を支える農業・農村づくりを推進して

いきます。 

   

   

   

県農産物の消費行動等に関するアンケート調査（農政課） 

○ぎふ農業・農村基本計画（令和３～７年度） 

「『清流の国ぎふ』の未来を支える農業・農村づくり～安全・安心で魅力あふれる『食』と 

『ふるさと』を目指して～」を基本理念に、５年間で県が重点的に取り組む施策を示す計画 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7458.html 
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